
 

 

 

 

 

 

 

  

 

貨物自動車運送事業安全規則第２条の８の規定に基づき輸送の安全に関する事項を

次のとおり公表いたします。 

 

 

 

１．社長は、社内における輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、

社員に輸送の安全の確保が最も重要である旨の意識を徹底させ、また、社内においては、

輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。 

２．運輸安全マネジメントを確実に推進するため、社員が一丸となって業務を遂行すると

ともに、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。 

３．輸送の安全に関する情報を積極的に公表します。 

 

 

 

令和 6年の実績等 令和 7 年の目標等 

１．目標 

  「全有責事故２５件以下」 

２．有責事故発生状況 

追突 逆突 衝突 接触 物損 自損 その他 うちケガ 計
1月 2 1 1 3
2月 1 1 1 3
3月 2 1 5 1 8
4月 1 1 1 2
5月 1 1 2 2
6月 2 1 2 3
7月 2 1 2 3
8月 2 1 2
9月 1 2 3
10月 1 1 2 4
11月 1 1
12月 1 6 7
計 3 7 6 20 0 0 5 10 41  

 

３．概要 

  本年は目標の「全有責事故 25 件以下」から 16 件増加

した。前年の 23 件より追突が 3 件の増加であったが、逆

突―２件、物損±0 件、自損±0 件であった。 

 

１．目標 

「全有責事故２５件以下」 

 

 前年は目標を未達であり、

接触の割合が高いのでこの

件数の削減を図る。 

 本年は全有責事故２５件

以下の目標に再度挑戦する。 

 

 

注：有責事故とは、社員が社

用車を使用中の事故であっ

て、社員の過失による全事故

をいう。 

 

 

優しさを 人に 車に 環境に 

武蔵貨物自動車株式会社 

Ⅰ 輸送の安全に関する基本的な方針 

Ⅱ 輸送の安全に関する目標及びその達成状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

１．自動車事故報告規則第二条に規定する自動車事故の統計 

 

２．貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の８の規定に基づく情報公表等 

  特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 自動車事故報告規則第２条に規定する自動車事故

の統計及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第２

条の８に規定する情報の公表等 

令和１年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

その他

無責 2 2 1 1

有責 1 1 1

1 1 1

2

2

1 1

0

1

2

3

その他

無責

有責

件数



 

 

 

 

 

制定 平成１８年１０月 １日     施行 平成１８年１０月 １日 

改正 平成１９年 ６月２０日     施行 平成１９年 ６月２０日 

改正 平成２０年 ６月２０日     施行 平成２０年 ６月２０日 

 

第一章 総則 

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この規程（以下「本規程」という）は、貨物自動車運送事業法（以下「法」とい

う）第十六条及び第二十四条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守す

べき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 

（適用の範囲） 

第二条 本規程は、当社の一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 

 

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

 

（輸送の安全に関する基本的な方針） 

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し､社内におい

て輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 

また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に

踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ

る。 

２ 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（ＰＬａｎ.Ｄｏ.Ｃｈeck.

Ａct）を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって

業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 

また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 

 

（輸送の安全に関する重点施策） 

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に揚げる事項を実施する。 

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管

理規程に定められた事項を遵守すること 

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行なうよう努める

こと 

三 輸送の安全確保に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じ

ること 

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝

達・共有すること 

Ⅳ  安 全 管 理 規 程 



 

 

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確

に実施すること 

２ 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性

の向上に努める。 

３ 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全を阻害するよう

な行為を行なわない。 

更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は､可能な範囲にお

いて下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。 

 

（輸送の安全に関する目標） 

第五条 前条に揚げる方針に基づき目標を策定する。 

 

（輸送の安全に関する計画） 

第六条 前条に揚げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全

を確保するために必要な計画を作成する。 

 

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

 

（社長等の責務） 

第七条 社長は､輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。 

２ 経営トップは、輸送の安全確保に関し予算の確保・体制の構築等、必要な措置を

講じる。 

３ 経営トップは､輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する。 

４ 経営トップは､輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か

どうかを常に確認し､必要な改善を行う。 

 

（社内組織） 

第八条 次に揚げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送

の安全を確保するための企業統括を適確に行う。 

一 安全統括管理者 

二 安全管理者 

三 地区統括責任者 

四 店所長 

五 運行管理者 

六 整備管理者 

七 その他必要な責任者 

２ 安全管理者は、安全統括管理者の補佐業務を行う。 

３ 地区統括責任者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し地区店

所長を統括し指導監督を行う。 

４ 店所長は､地区統括責任者の命を受け、輸送の安全の確保に関し店所内を統括し指

導監督を行う。 

５ 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については､安全統括管理者が病

気等を理由に本社に不在の場合や重大な事故及び災害等に対応する場合も含め別に

定める組織図による。 



 

 

（安全統括管理者の選任及び解任） 

第九条 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の６に規定する要件を満 

   たす者の中から安全統括管理者を選任する。 

  ２ 安全統括管理者は、管理職の中から安全統括業務の補佐をさせるために、安全管

理者を指名することができる。 

３ 安全統括管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは当該管理

者を解任する。 

一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき 

二 身体の故障、その他の止むを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難

になったとき 

三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、

安全統括管理者がその責務を引き続き行うことが、輸送の安全の確保に支障を及

ぼす恐れがあると認められるとき 

 

（安全統括管理者の責務） 

第十条 安全統括管理者は、次に揚げる責務を有する。 

一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという

意識を徹底すること 

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制の確立を維持すること 

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること 

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること 

五 輸送の安全の確保の状況について定期的にかつ必要に応じて、随時内部監査を

行い、経営トップに報告すること 

六 経営トップ等に対し輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述べる

等、必要な改善の措置を講じること  

七 運行管理が適正に行われるよう運行管理者を統括管理すること 

八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと 

九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと 

 

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

（輸送の安全に関する重点施策の実施） 

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成す

べく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実

施する。 

 

（輸送の安全に関する情報の共有及び伝達） 

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行う

ことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有

されるよう努める。 

また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠匿したり

せず直に関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 

 

 



 

 

（事故・災害等に関する報告連絡体制） 

第十三条 事故・災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制

は別に定めるところによる。 

２ 事故・災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な

部局等に速やかに伝達されるように努める。 

３ 安全統括管理者は,社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の

報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進むよ

う必要な指示等を行う。 

４ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）に定める事故・災害等

があった場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を

行う。 

 

（輸送の安全に関する教育及び研修） 

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のため

の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し着実に実施する。 

（輸送の安全に関する内部監査）  

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、

安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上適切

な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 

また、重大な事故・災害等が発生した場合又は同種の事故・災害等が繰り返し

発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する

内部監査を実施する。 

２ 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき

事項が認められた場合はその内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸

送の安全の確保のために必要な方策を検討し必要に応じ当面必要となる緊急の是

正措置又は予防措置を講ずる。 

 

（輸送の安全に関する業務の改善） 

第十六条 安全統括管理者から、事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果改

善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認め

る場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し是正措

置又は予防措置を講じる。 

２ 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は､安全対策全般又は必要な

事項において、現在よりも更に高度な安全確保のための措置を講じる。 

 

（情報の公開） 

第十七条 毎事業年度経過後１００日以内に、次の各号について外部に対して公表を行う。 

一 輸送の安全に関する基本的な方針 

二 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

三 自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計 

（前年度の総件数及び事故類型別の事故件数） 

四 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

五 輸送の安全に関する重点施策 

六 輸送の安全に関する計画 



 

 

七 事故・災害等に関する報告連絡体制 

八 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 

九 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容 

十 輸送の安全に関する予算等実績額 

十一 安全統括管理者に関する情報 

十二 安全管理規程 

２ 事故発生後における再発防止等、行政処分後に輸送の安全のために講じた改善

状況について国土交通省に報告した場合には速やかに外部に対し公表する。 

 

（輸送の安全に関する記録の管理等） 

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 

   ２ 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告

連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営

トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 

３ 前項に揚げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方

法は別に定める。 

[附属書] 

１． 第八条第５項に定める組織図 
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２．第十八条第３項の別に定める記録、保存の方法 

安全管理規程第十八条第３項の別に定める情報に関する記録保存の方法は、次のと 

おりとする。 

１ 安全統括管理者は、次の事項を除いて輸送の安全に関する情報の記録、管理を 

行なう。 

   (1) 内部監査に関すること。（庶務課長） 

   (2) 事故、災害に関すること。（保安課長） 

   (3) 輸送の安全に関する予算に関すること。（経理部長） 

   (4) 本社が主催する運転者の教育に関すること。（指導部長） 

   (5) 車輌管理に関すること。（車両課長） 

２ 記録の保存期間は、３事業年度とする。 

 

 

 

 

 

令和６年７月 組織変更により前任者を解任し、取締役 柿沼 和光 を 

安全統括管理者に選任して届出しました。 

 

 

 

 

令和６年度に講じた措置 令和７年度に講じようとする措置 

１．交通安全大会の開催 

  交通事項防止と運転者の健康管理をテーマと

した外部講師による研修の実施を３月に実施し

た。 

 

 

２．無事故表彰の実施 

  毎年 3 月に交通安全の意識高揚と安全運転の

励行を目的に、3 年・5 年・7 年・10 年・15 年・

20 年・25 年・30 年・35 年の節目に年間無事故

者を表彰している。 

  また、毎年実施している埼玉県トラック協会の

「安全運転コンクール」に令和６年度は２２チー

ム参加し１８チームが表彰された。 

 

 

３．交通事故防止重点店所指定制度の展開 

  前６ヶ月間、事故多発店所（全有責事故３件以

上）を重点店所に指定し、指定された店所は毎月

１回以上の研修及び事故防止のグループ活動を

行う重点店所指定制度を展開。   

前年度に準じて今年度も開催予定。 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も展開予定。 

 

 

 

Ⅴ  安 全 統 括 管 理 者 の 情 報 

Ⅵ 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 



 

 

 (1) ６年上期：３店所指定 

 (2) ６年下期：１店所指定 

 

 

４．過積載防止の実施指導 

  特積み事業など、積載量の把握が困難な小口貨

物輸送を扱う店所を重点に、運転者自らが伝票重

量やリストを確認し、過積載の恐れがある場合、

所属長、荷主様への情報共有を行い過積載防止対

策を実施。 

 

 

 

５．「交通事故０を目指そう！」運動の実施 

  日々の無事故、無違反の更新状況が一目で判る

よう円形ボード用い、運転者が見易い休憩室等に

掲出することにより、安全運転に対する意識の高

揚を図る運動を実施。 

 

 

 

６．飲酒運転防止対策の実施 

  次の飲酒運転防止対策を実施。 

(1) アルコール検知器によるチェック 

(2) 現任運転者教育時の啓発指導 

(3) 社内ニュースの発出 

(4) 啓発ポスターの作成 

             

 

 

７．点灯走行（デーライト）運動の実施 

防衛運転の意識高揚等を図るため、ステッカー

を貼付した車両により昼間点灯走行運動を実施。 

 

 

 

    ゼロイチゼロニ 

８．「０１０２」運動の実施 

  追突事故防止のために必要な時間（２秒間）を

確保するため、前車通過地点から自車が通過する

間に「ゼロ・イチ・ゼロ・ニ」と口ずさむことが

出来るか否かを習慣化する方法により、安全な車

間距離を確保する運動を新たに実施。 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

法制化されており完全実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 



 

 

９．「１・２・３運動」の実施 

運転にはゆとりが必要。気持ちがセカセカして

いると安全運転を怠ったり、危険を見落としがち

になる。ゆとりある運転には「１・２・３運動」

「１割のスピードダウン」「２倍の車間距離」「３

分早めの行動」を実施する 

 

 

１０．交通事故防止関係資料の充実 

運転者等の教育資料として次の資料の見直し

等を実施。 

(1) 新規に作成したもの 

① 年頭所感冊子 

全社員に対して事故防止の指標等を周知

するため、経営トップ自らが作成した解説本 

 

 

１１．新規に導入した安全管理のための機器 

(イ)車両位置情報と管理機能を有する機器

の導入 

   (ロ)ＥＴＣ２．０の導入 

 

(ハ)運行記録計の導入 

 

(ニ)ドライブレコーダーの導入 

 

(ホ)デジタルタコメーターの導入 

イ、ロ、ハ、ニ、ホとも車両導入時に配備 

 

１２．社員教育の充実 

(1)運転者に対する社内教育の他、外部研修機関

が行う各種研修の受講を推進。 

 

 

 

(2)輸送の安全確保業務を担当する管理者に対す

る管理職研修(年当初の合同店所会議を含む)を

実施。 

       ※ 研修等経費：４００万円 

 

(3)店所長を対象とした月例店所長会議を実施。 

          ※ 会議経費等：７０万円 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ、ロ、ハ、ニ、ホとも順次導入車

両に配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に準じて 

今年度も実施予定。 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 

 

 

前年度に準じて今年度も実施予定。 

 

 



 

 

 

 

 

１．外部研修機関を活用した運転者研修受講状況（令和６年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

事故防止研修 12 15 16 12 14 12 13 15 15 16 11 151

新人運転者研修 1 1 2

運行推進者研修 0

運行管理者研修 0

計 13 15 16 0 12 15 12 13 15 15 16 11 153

注）全ての研修においては、研修に相当する種類の適性診断が含まれる。 

 

２．本社主催による運転者教育実施状況（令和６年度）   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

実施回数 22 21 23 22 22 22 20 22 23 19 23 19 258

受講者数 250 311 267 321 243 294 169 333 246 291 249 282 3,256

実施回数 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 11

受講者数 4 0 6 1 1 2 0 1 4 4 2 2 27

実施回数 0

受講者数 0

実施回数 1 1 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2 17

受講者数 3 6 3 2 4 3 0 3 2 1 1 5 33

実施回数 24 22 26 24 25 25 20 25 27 21 25 22 286

受講者数 257 317 276 324 248 299 169 337 252 296 252 289 3,316
計

現　　任

初　　任

適　　齢

事故惹起

注）事故惹起教育の対象者は、軽微な事故を含む全ての過失事故を惹起した運転者とする。 

 

３．輸送の安全確保業務を担当する管理職研修実施状況（令和６年度） 

回数 実施年月日 対象地区 出席者数 研修概要 

１ Ｒ7.1.18 全地区 47 令和 7 年の事故防止目標及び施策等 

2 
Ｒ7.2.14～15 

Ｒ7.3.21 

東北地区 

関東地区 

15 

16 

・車両管理・コスト管理 

・車両管理・コスト管理 

 

 

Ⅶ 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 



 

 

 

 

 

 

１．内部監査実施結果（令和７年度） 

(1) 実施概要 

関連会社を含めて全店所１回以上、延べ３４店所及び本社関係部門に対して内部

監査を実施した。 

 (2) 結果概要 

    適切な拘束時間が、一部守られていなかったことが見受けられた。 

 

２．前年度の結果を踏まえた令和７年度の措置内容 

  (1) 厳守事項として下記を定める 

    ①１日の拘束時間 １３時間以内～１５時間 

     デジタコには休憩を１時間取得が分かること 

    ②１日の休息期間 

     会社は１０時間以上を定める 

    ③月間の残業時間 

     ８０時間以内とすること 

(2) 重点抑止目標(追突・逆突事故、事故防止、交差点等での安全確認の徹底)の設定と  

事故事例に伴う再発防止対策を徹底している。 

 

 

以上 

Ⅷ 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容 


